
 
Ｒ５年度ＣＬＴ関連予算概算要求について 

（全て内数扱い、国費ベース） 

 
【ＣＬＴ等木材利用への支援予算】 

・林野庁予算では、ＣＬＴ等の建築用木材の供給・利用の強化等のた

め、寸法の標準化等を通じてＣＬＴを低コストで安定的に供給する

ための実証、設計等の合理化や低コストな接合金物等に関する技術

開発への支援を拡充要求。国交省予算では、建築物の木造化に関す

る比較検討への支援を拡充要求。 

・林野庁、国交省、環境省の 令和５年度当初予算では、先導的・先駆

的な事業や木造化の普及に資する事業等を対象とする建築主向け関

係予算を引き続き要求。林野庁予算では、建築用木材の技術開発へ

の支援を引き続き要求、国交省予算では都市木造建築物を担う設計

者の育成・サポート等の取組に対する支援を引き続き要求。環境省

予算では建築物・住宅の脱炭素化に向けてＺＥＢ・ＺＥＨ化を支援

するため引き続き要求。また、ＣＬＴ等の建築木材の省ＣＯ２効果の

高い再利用方法を調査・検証するための事業費を農林水産省と連携

し引き続き要求。 

 

林野庁 ・建築用木材供給・利用強化対策 16億円 
（R4予算額 13億円） 

（森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業、ＣＬＴ･ＬＶＬ等の建

築物への利用環境整備事業） 

・林業・木材産業循環成長対策 （新規）118億円 
 

国交省 ・サステナブル建築物等先導事業（木造先導型） 80.9億円 
（R4予算額 66.3億円） 

（ＣＬＴを活用した実用的で多様な用途の木造建築物や実験棟の整備に

ついて積極的に採択） 

・優良木造建築物等整備推進事業 381.26億円 
（R4予算額 200億円） 

・木造住宅・都市木造建築物における生産体制整備事業 6億円 
（R4予算額 5億円） 

（ＣＬＴを活用した建築物を含む都市木造建築物を担う設計者等の育成） 

参考資料 



 

環境省 ・建築物等の脱炭素化･レジリエンス強化促進事業 130億円 
（R4予算額 55億円） 

（ＣＬＴを活用したＺＥＢについて審査時に優先採択枠を設定） 

・戸建住宅ネット･ゼロ・エネルギー･ハウス(ZEH)化等支援事業 

  65.5億円 
（R4予算額 65.5億円） 

（ＣＬＴ等を使用したＺＥＨについて定額補助を上乗せ） 

・集合住宅の省ＣＯ２化促進事業 74.5億円 
 (R4予算額 44.5億円) 

（ＣＬＴ等を使用したＺＥＨ－Ｍ（５層以下）について定額補助を上乗せ） 

・木材の再利用によるＣＥ（サーキュラーエコノミー）×ＣＮ（カ

ーボンニュートラル）の同時達成方策評価検証事業 
1億円 

（R4予算額 1億円） 
（ＣＬＴ等の建築木材の省ＣＯ２効果の高い再利用方法を調査・検証） 
 

  



 
Ｒ５年度施設整備関係予算概算要求 

 

【参考：ＣＬＴ建築物での活用も可能な予算】 

文科省 ・公立学校施設整備費 2,104億円 

（防災・減災、国土強靱化関係予算（加速化・深化分）を別途事項要求） 

・私立学校施設整備費補助金 279億円 

（防災・減災、国土強靱化関係予算(加速化・深化分)等を別途事項要求） 

・国立大学法人等施設整備費補助金 1,000億円 

（防災・減災、国土強靱化関係予算（加速化・深化分）を別途事項要求） 

 

厚労省  

・地域医療介護総合確保基金(介護分) 412億円 

・地域医療介護総合確保基金(医療分) 事項要求 

・医療施設等施設整備費補助金 22億円 

（建築資材費等が高騰に関する予算を別途事項要求） 

・医療提供体制施設整備交付金 26億円 

（建築資材費等が高騰に関する予算を別途事項要求） 

・社会福祉施設等施設整備費補助金 54億円 

（防災、減災、国土強靱化関係予算等 

を別途事項要求） 

環境省 ・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 400億円 
（意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対する支援） 

 

こども家庭庁 ・次世代育成支援対策施設整備交付金 95億円 

（防災・減災、国土強靱化関係予算(加速化・深化分)等を別途事項要求） 

・就学前教育・保育施設整備交付金 551億円 

（防災・減災、国土強靱化関係予算(加速化・深化分)等を別途事項要求） 

 









林業・⽊材産業循環成⻑対策のうち
⽊造公共建築物等の整備（新規） 【令和５年度概算要求額 11,800,566 （ ｰ ）千円の内数】

＜事業の流れ＞

※国で定めた配分基準で都道府県に配分。
都道府県はさらに事業主体へ配分。

【教育・学習施設関係】
・⽂化交流センター
・保育園及び⼦育て⽀援施設
・学校附属施設
・体育館，武道場
・図書館
・児童館
・⻘年の家及び研修所
・⽂化財保存及び展⽰施設

【医療・社会福祉施設】
・病院・診療所
・⾼齢者福祉施設
・障害者⽀援施設

【観光・産業振興関係】
・観光案内施設
・ターミナル施設
（物販施設は対象外）

《対象施設例》

○事業のポイント
・ＪＡＳ製材品使⽤の促進
⽊造化においては、原則として、構造耐⼒上主要な部分に⽤いる製材品について、
「⽇本農林規格等に関する法律」（昭和25年法律第175号）の規定に基づき
認定されたものを使⽤すること。

・意欲と能⼒のある林業経営体との連携
事業対象の公共建築物において、意欲と能⼒のある林業経営体から供給される
⽊材が利⽤されやすくするため、地域の林業・⽊材産業や⽊材流通事情等に詳しい
者⼜は団体が⽊材需要情報などを⼀元的に把握して、関係者に共有する仕組みを
構築するなど、⼀定の⼯夫が認められる取組みであること。

・中層の公共建築物への⽀援促進
地域材利⽤のモデルとなる中層の公共建築物の補助上限額を引き上げ。

○補助対象︓公共建築物の⽊造化や内装⽊質化

○補助率 ︓定額（１／２以内）

▶⽊造化︓原則、建築⼯事費の15%以内
ただし次に該当するものは1/2以内

①CLT等の強度⼜は耐⽕性に優れた建築⽤⽊材を
構造耐⼒上主要な部分に活⽤する建築物

②耐⽕建築物⼜は三階建ての準耐⽕建築物
③⾓材を活⽤した壁柱や重ね梁を活⽤した建築物 等

▶⽊質化︓⽊質化事業費の1/2以内
ただし、建築⼯事費の3.75%を超えないこと。

（建築⼯事費とは建築物を新築する際の建築⼯事費全体。既存施設に
おいて⽊質化を⾏う場合は、当該施設と同様の施設を新築した場合の
建築費を試算。）

○事業実施主体︓地⽅公共団体、⺠間事業者等

＜対策のポイント＞
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における⽊材の利⽤の促進に関する法律を踏まえ、同法に基づく⽊材利⽤⽅針の策定市町村において、地域
材利⽤のモデルとなるような公共建築物の⽊造化・内装⽊質化に対し⽀援します。

国 事業実施主体都道府県

（脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における⽊材の利⽤
の促進に関する法律に基づく協定締結者を優先的に⽀援）

［お問い合わせ先］林野庁⽊材利⽤課（03-6744-2626）





サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）

木造化に係る住宅・建築物のリーディングプロジェクトを広く民間等から提案を募り、支援を行うことにより、
総合的な観点からサステナブルな社会の形成を図る。

下記の要件を満たす木造建築物
（公募し、有識者委員会により選定）

【調査設計費】
先導的な木造化に関する費用の１／２以内

① 構造・防火面で先導的な設計・施工技術の導入されるもの
② 使用する材料や工法の工夫により整備コストを低減させるなどの、木材利用に関する建築生産
システムについて先導性を有するもの

③ 主要構造部に木材を一定以上使用するもの
④ 建築基準上、構造・防耐火面の特段の措置を要する一定規模以上のもの
⑤ 先導的な技術について、内容を検証し取りまとめて公表するもの
⑥ 建築物及びその情報が、竣工後に多数の者の目に触れると認められるもの
⑦ 省エネ基準に適合するもの（公的主体が事業者の場合は、ZEH・ZEBの要件を満たすもの）

民間事業者、地方公共団体等

● 補助対象事業者

● 対象プロジェクト

【建設工事費】
木造化による掛増し費用の１／２以内
（ただし算出が困難な場合は建設工事費の15％）

● 補助額

（１）多様な用途の先導的木造建築物への支援

先導的な設計・施工技術が導入される実用的で多様な用途の木造
建築物等の整備に対し、国が費用の一部を支援。

（２）実験棟整備への支援と性能の検証

【調査設計費及び建設工事費】
定額 （上限30百万円）

● 補助対象事業者

● 対象プロジェクト

● 補助額

民間事業者、地方公共団体等

CLT（直交集成板）パネル CLT工法による実験棟

① 木材利用に関する建築生産システム等の先導性を有

するもの

② 国の制度基準に関する実験・検証を行うもの

③ 公的主体と共同または協力を得た研究の実施

④ 実験・検証の内容の公表

⑤ 実験・検証の一般公開等による普及啓発等

ＣＬＴ等新たな木質建築材料を用いた工法
等について、建築実証と居住性等の実験を担う
実験棟の整備費用の一部を支援。

※ 補助額の上限は原則合計５億円

下記の要件を満たす木造の実験棟
（公募し、有識者委員会により選定）

木質耐火部材を用いた大規模庁舎

CLTを用いた10階建て共同住宅

《実績》 合計115件 （H22～26年度までの前身事業の実績を含む。取下げ分を除く）

うち、CLTを活用した建築物 52件

令和５年度予算概算要求額：
環境・ストック活用推進事業80.9億円の内数



優良木造建築物等整備推進事業

カーボンニュートラルの実現に向け、炭素貯蔵効果が期待できる木造の中高層住宅・非住宅建築物のう

ち優良なプロジェクトに対して支援を行うとともに、建築物の木造化に関する比較検討への支援を行う。

拡充

【補助事業者】 民間事業者等

【補助要件】

次の①～⑤を満たすもの

①主要構造部に木材を一定以上使用する木造の建築物等

（木造と他の構造との併用を含む）

②耐火構造又は準耐火構造とすることが求められるもの

③不特定の者の利用又は特定多数の者の利用に供するもの

④多数の利用者等に対する木造建築物等の普及啓発に関す

る取組がなされるもの

⑤省エネ基準に適合するもの（公的主体が事業者の場合は、

ZEH・ZEBの要件を満たすもの）

劇場、病院、ホテル、共同住宅、学校、児童福祉施設、美術館、
百貨店、商業施設、展示場、事務所 等

＜補助対象となる建築物イメージ＞

中層の木造の建築物（事務所）のイメージ

【補助対象費用】

・調査設計計画費のうち木造化に係る費用

・建設工事費のうち木造化による掛かり増し費用相当額

【補助率・上限額】 1/3等（上限300百万円）

令和５年度予算概算要求額：
住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業（381.26億円）の内数

＜現行制度の概要＞

事業概要



木造住宅・都市木造建築物における生産体制整備事業

木造住宅及び非住宅や中高層の木造建築物（都市木造建築物）の生産体制の整備を図るため、

・ 民間団体等が行う大工技能者等の確保・育成の取組に対する支援を延長し、中小工務店等のDX推進による労働

環境向上を図る取組を重点的に支援する。

・ 都市木造建築物を担う設計者の育成・サポート等の取組に対する支援を延長し、地域におけるプロジェクト実施に

向けた関連事業者間の連携体制構築に係る取組を重点的に支援する。

見直し・延長 令和５年度予算概算要求額：６億円

民間団体等が複数年計画に基づき実施する、大工技能者等の確保・育成の取組を支援。

都市木造建築物の設計の円滑化に資する環境を整備する取組及び都市木造建築物を担
う設計者を育成・サポートする取組を支援。

（１）大工技能者等の担い手確保・育成事業

（２）都市木造建築物設計支援事業

【補助事業者】 民間事業者等 【補 助 率】 定額 【事 業 期 間】 令和２年度～令和４年度

全国の新築建築物の木造化の状況

（R3年度｢建築着工統計｣）

【事 業内 容】
①団体主導型
大工技能者等に関係する民間団体等が全国的に実施する大工技能者等の確保・育成の取組に対する
支援を行う。

②地域連携型
地域における複数の大工技能者関係機関が連携して実施する大工技能者等の確保・育成の取組に
対する支援を行う。

【補 助 対 象】 大工技能者等の確保・育成の取組に要する費用

【事 業内 容】
①都市木造建築物設計支援情報の集約一元化
都市木造建築物の設計に資する技術情報を集約・整理し、設計者へ一元的に提供する情報インフラ
（ポータルサイト）の整備に対する支援を行う。

②都市木造建築物設計者の育成
都市木造建築物の設計に関する講習及び具体の設計に対する技術サポートに対する支援を行う。

【補 助 対 象】 ①情報インフラ（ポータルサイト）の整備に要する費用
②設計に関する講習及び具体の設計に対する技術サポートに要する費用
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＜現行制度の概要＞





建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち、

(1) 新築建築物のZ_EB化支援事業 を
新築の業務用施設のZEB（ネット ・ ゼロ ・ エネルギー ・ ビル）化に資する高効率設備等の導入を支援します。

・ 一度建築されるとストックとして長期にわたりCO2排出に影響する新築建築物分野において、ZEB化を促進し、2050
1. 事業目的 年のカ ーボンニュ ー トラル実現に貢献する。

・災害時の活動拠点となる業務用施設を中心に、エネルギー自立化が可能であって、換気機能等の感染症対策も兼ね備
えたレジリエンス強化型ZEBの普及を図り、脱炭素化と地域におけるレジリエンス向上の同時実現を目指す。

2．事業内容
①レジリエンス強化型の新築建築物ZEB化実証事業

災害発生時に活動拠点となる公共性の高い業務用施設について、 停電時にもエネルギー

供給が可能なレジリエンス強化型のZEBに対して支援する。

②新築建築物のZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業（経済産業省連携）

ZEBの更なる普及拡大のため、 新築ZEBに資するシステム・設備機器等の導入を支援する。

③新築建築物等の脱炭素化・ZEB化を推進するための調査・検討事業

◆①に関する主な補助要件：

水害等の災害時にも電源確保等に配慮された設計であり、 災害発生に伴う長期の停電時に

おいても、 施設内にエネルギー供給を行うことができる再エネ設備等の導入、 感染症対策

のための省エネ型の第一種換気設備の導入、 需要側設備等を通信·制御する機器の導入を

補助要件とする。

◆ ①及び②における優先採択：以下に該当する事業については優先採択枠を設ける。

・補助対象事業者が建築物木材利用促進協定を締結している事業

・新耐震基準以前の建物の建替えを行う事業 ・CLT等の新たな木質部材を用いる事業

・①は被災等により建替えを行う事業

4．補助対象

延べ面積

2,000m2 

未満

2,000m2~ 
10,000m2 

3．事業スキーム
■事業形態 間接補助事業①2/3~1/2（上限5億円） ②3/5~1/3（上限5億円）

委託事業 ③ 

■委託先及び補助対象 地方自治体、民間事業者等
■実施期間 ①令和2年度～令和6年度 ②平成31年度～令和6年度 ③令和5年度

10,000m2 

以上

町吐心出ri
①
 

『ZEB』2/3 
Near|y ZEB 3/5 
ZEB Ready_ 1/2 

②

『ZEB』3/5
NearIy ZEB 1/2 
ZEB Ready補助対象外

『ZEB』3/5
NearIy ZEB 1/2 
ZEB Ready 1/3 

地方公共団体のみ対象
『ZEB』3/5

Near|y ZEB 1/2 
ZEB Ready 1/3 
ZEB Oriented 1/3 

※地方公共団体は人口20万人未満のみ対象
※①では、 EV等（外部給電可能なものに限る）を充放電設備とセットで

購入する場合に限り、 蓄電容量の1/2x4万円／kWh補助（上限あり）

地方公共団体
のみ対象
補助率は同上

［お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341 ] 

【令和5 年度要求額 13,000 百万円(5,900百万円）】



建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち、

(2) 既存建築物のZ_EB化支援事業 を
既存の業務用施設のZEB（ネット ・ ゼロ ・ エネルギー ・ ビル）化に資する高効率設備等の導入を支援します。

・建築物分野の脱炭素化を図るためには、ストック対策が不可欠であり、CO2削減のポテンシャルも大きい既存建築物
1. 事業目的 のZEB改修を促進し、 2050年のカ ーボンニュ ー トラル実現に貢献する。

・災害時の活動拠点となる業務用施設を中心に、エネルギー自立化が可能であって、換気機能等の感染症対策も兼ね備
えたレジリエンス強化型ZEBの普及を図り、脱炭素化と地域におけるレジリエンス向上の同時実現を目指す。

2．事業内容 4．補助対象
①レジリエンス強化型の既存建築物ZEB化実証事業

災害発生時に活動拠点となる公共性の高い業務用施設について、 停電時にもエネルギー

供給が可能なレジリエンス強化型のZEBに対して支援する。

②既存建築物のZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物実証事業（経済産業省連携）

ZEBの更なる普及拡大のため、 既築ZEBに資するシステム・設備機器等の導入を支援する。

◆ ①に関する主な補助要件：

水害等の災害時にも電源確保等に配慮された設計であり、 災害発生に伴う長期の停電時に

おいても、 施設内にエネルギー供給を行うことができる再エネ設備等の導入、 感染症対策

のための省エネ型の第一種換気設備の導入、 需要側設備等を通信・制御する機器の導入を

補助要件とする。

◆優先採択：以下に該当する事業については優先採択枠を設ける。

・補助対象事業者が建築物木材利用促進協定を締結している事業

• CLT等の新たな木質部材を用いる事業

・①は被災等により改修を行う事業

地方公共団体
のみ対象

『ZEB』2/3
Nearly ZEB 2/3 
ZEB Ready 2/3 

3．事業スキーム
■事業形態 間接補助事業(2/3（上限5億円））
■補助対象 地方自治体、民間事業者等
■実施期間 ①令和2年度～令和6年度 ②平成31年度～令和6年度

延べ面積

2,000m2 

未満

2,000m2"' 
10,000m2 

10,000m2 

以上

『ZEB』2/3
Nearly ZEB 2/3 
ZEB Ready 2/3 

町吐心出ri
①
 

②

『ZEB』2/3
NearIy ZEB 2/3 
ZEB Ready補助対象外

地方公共団体のみ対象
『ZEB』2/3

Near|y ZEB 2/3 
ZEB Ready 2/3 

地方公共団体のみ対象
『ZEB』2/3

NearIy ZEB 2/3 
ZEB Ready 2/3 
ZEB Oriented 2/3 

※地方公共団体は人口20万人未満のみ対象
※①では、 EV等（外部給電可能なものに限る）を充放電設備とセットで

購入する場合に限り、 蓄電容量の1/2x4万円／kWh補助（上限あり）

［お問合せ先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341 ] 

【令和5 年度要求額 13,000 百万円(5,900百万円）】



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事業
（経済産業省・国土交通省連携事業）

補助対象の例

委託事業／間接補助事業

（１）戸建住宅のZEH、ZEH+化、高断熱化による省エネ・省CO2化を支援するため、以
下の補助を行う。
①戸建住宅（注文・建売）において、ZEH※の交付要件を満たす住宅を新築する者に対
する定額補助：55万円/戸

②ZEH以上の省エネ、設備の効率的運用等により再エネの自家消費率拡大を目指した戸
建住宅（ZEH＋）に対する定額補助：100万円/戸
③上記①、②の戸建住宅のZEH、ZEH+化に加え、蓄電システムを導入、低炭素化に資
する素材（CLT（直交集成板）等）を一定量以上使用、又は先進的再エネ熱利用技術
を活用する場合に別途補助：蓄電システム2万円/kWh（上限額20万円/台）等

（２）既存戸建住宅の断熱リフォームに対し1/3補助（上限120万円/戸。蓄電システム、
電気ヒートポンプ式給湯機等への別途補助）

（３）省エネ住宅の普及拡大に向けた課題分析・解決手法に係る調査検討を行う（委託）

①エネルギーの自給自足により災害にも強く、ヒートショック対策にもなるZEH （ゼッチ）の更なる普及、高断熱化の推進

②現行の省エネ基準に適合しない既存住宅の断熱性能向上による原油価格高騰にも資する省エネ・省ＣＯ２化

③2030年度に目指すべき住宅の姿としては、新築される住宅についてZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す。

2030年度の家庭部門からのCO2排出量約７割削減（2013年度比）に貢献することを目指す。

④2050年のカーボンニュートラル達成に向けて脱炭素社会の推進

戸建住宅のZEH、ZEH+化、高断熱化による省エネ・省CO2化を支援します。

【令和５年度要求額 6,550百万円（ 6,550百万円）】

民間事業者等

令和３年度～令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

■補助対象・委託先

※「ZEH」は、快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりできる限りの省エネル

ギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、１年間で消費する住宅のエネルギー量が正味

（ネット）で概ねゼロ以下となる住宅。断熱等性能等級５に相当。

主要居室の
部分断熱改修が可能

＋

④断熱リフォーム



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

集合住宅の省CO2化促進事業（経済産業省連携事業）

補助対象の例

委託事業／間接補助事業

(１)集合住宅の省エネ・省CO2化、高断熱化を支援するため、以下の補助を行う。
①新築低層ZEH-M（３層以下）への定額補助：40万円/戸

②新築中層ZEH-M（４～５層）への定率補助：補助率1/３以内

③新築高層ZEH-M（6～20層）への定率補助：補助率1/３以内

④上記①に蓄電システムを導入、低炭素化に資する素材（CLT（直交集成板）等）を一定

量以上使用、先進的再エネ熱利用技術を活用する又はV2Hを導入する場合の別途補助：蓄

電システム2万円/kWh（上限額20万円/台。一定の条件を満たす場合は24万円/台）など

(２)既存集合住宅の断熱リフォーム：1/3補助（上限15万円/戸（玄関ドアも改修する場合

は上限20万円/戸））

(３)省エネ住宅の普及拡大に向けた課題分析・解決手法に係る調査検討を行う（委託）

集合住宅の省エネ・省CO2化、断熱リフォームを支援するとともに、災害時のレジリエンスを強化します。

【令和５年度要求額 7,450百万円（4,450百万円）】

民間事業者等

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話：0570-028-341

■補助対象・委託先

①低層ZEH-M

④蓄電システム、CLT（Cross Laminated Timber）等

平成30年度～令和５年度

③高層ZEH-M

※①②③について、水害等の災害時における電源確保に配慮された事業は、一定の優遇を行う。
※②③について、補助対象事業者が脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材

の利用の促進に関する法律に基づく建築物木材利用促進協定を締結している場合（事業）は
一定の優遇を行う。

①エネルギーの自給自足により災害にも強く、ヒートショック対策にもなるZEH（ゼッチ）の更なる普及、高断熱化の推進

②現行の省エネ基準に適合しない既存住宅の断熱性能向上による原油価格高騰にも資する省エネ・省ＣＯ２化

③2030年度に目指すべき住宅の姿としては、新築される住宅についてZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す。

2030年度の家庭部門からのCO2排出量約７割削減（2013年度比）に貢献することを目指す。

④2050年のカーボンニュートラル達成に向けて脱炭素社会の推進

②中層ZEH-M

主要居室の
部分断熱改修が可能

集合住宅の
共用部のＬＥＤ切替

＋

⑤断熱リフォーム




	③（参考資料）白本掲載PR版一括版v2
	R５概算決定_木造公共建築物等の整備_廊下置きPR版（概算要求時案）
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



